
一
頁

○
総
務
省
令
第
四
十
四
号

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
十
四
条
及
び
第
三
十
条
第
五
項
並
び
に
第
三
十
四
条
第
六
項

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

の
規
定
に
基
づ
き
、
電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
及
び
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
十
八
日

総
務
大
臣

川
端

達
夫

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
及
び
第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則

第
一
条

電
気
通
信
事
業
会
計
規
則
（
昭
和
六
十
年
郵
政
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
特
別
損
失
の
表
前
期
損
益
修
正
損
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
特
別
利
益
の
表
前
期
損
益
修
正
益
の
項
を
削
る
。

別
表
第
二
様
式
第
２
Ⅴ
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４
を
３
と
し
、
同
様
式
第
２
Ⅵ
中
２
を
削
り
、
３
を
２
と
し
、
４

か
ら
６
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

別
表
第
二
様
式
第
３
の
表
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

前
期

末
残

高
当

期
首

残
高



二
頁

ご
び

ゅ
う

ご
び

ゅ
う

別
表
第
二
様
式
第
３
の
記
載
上
の
注
意
２
、
４
及
び
５
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

前
期

末
残

高
当

期
首

残
高

別
表
第
二
様
式
第
３
の
記
載
上
の
注
意
中

を

と
し
、
７
か
ら
９
ま
で
を
一
ず
つ
繰
り
下
げ
、
６
の
次
に
次
の
よ
う
に

10

11

加
え
る
。

当
期

首
残

高
は

遡
及

適
用

又
は

誤
謬

の
訂

正
を

し
た

場
合

に
あ

つ
て

は
当

期
首

残
高

及
び

こ
れ

に
対

す
る

影
響

７
、

、

額
を

記
載

す
る

こ
と

。

別
表
第
二
様
式
第
４
の
表
中

を

と
し
、
３
か
ら

ま
で
を
四
ず
つ
繰
り
下
げ
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

16

20

15

３
会

計
方

針
の

変
更

に
関

す
る

注
記

４
表

示
方

法
の

変
更

に
関

す
る

注
記

５
会

計
上

の
見

積
り

の
変

更
に

関
す

る
注

記

６
誤

謬
の

訂
正

に
関

す
る

注
記

別
表
第
二
様
式
第
４
の
記
載
上
の
注
意
１

中
「

1
4

」
を
「

1
0

1
8

」
に
改
め

３
４

及
び

６
か

ら
５

７
８

及
び

か
ら

(1)

、
、

、

５
個

別
注

、
同
１

中
「1

0
1
4

」
を
「

1
4

」
に
改
め
、
同
１

中
「1

0

」
を
「1

4

」
に
改
め
、
同
１

中
「

及
び

及
び

1
8

(2)

、
(3)

(4)

1
4

」
を
「

1
8

」
に
改
め
る
。

記
表

１
及

び
３

か
ら

１
５

及
び

７
か

ら
、



三
頁

の
た

め
に

採
用

し
て

い
る

会
計

処
理

の
原

則
及

び
手

続
並

び
に

表
示

方
法

別
表
第
二
様
式
第
４
の
記
載
上
の
注
意
４
中
「

に
当

た
つ

て
採

用
す

る
会

計
処

理
の

原
則

及
び

手
そ

の
他

計
算

書
類

作
成

の
た

め
の

基
本

と
な

る
事

項
で

あ
つ

て

」
を
「

、
（

「

」

）

改
め
、

を
削
る
。

続
以

下
会

計
方

針
と

い
う

に
関

す
る

」
に

。

(6)

別
表
第
二
様
式
第
４
の
記
載
上
の
注
意

中
「1

8

」
を
「2

2

」
に
改
め
、
同

を
同
記
載
上
の
注
意

と
し
、
同
記
載
上

19

19

23

の
注
意
中

を

と
し
、

を

と
し
、

を

と
し
、

を
削
り
、

を

と
し
、
５
か
ら

ま
で
を
四
ず
つ
繰
り
下
げ

18

22

17

21

16

20

15

14

18

13

、

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

18

１
株
当
た
り
情
報
に
関
す
る
注
記
は

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

19
、

。

１
株
当
た
り
の
純
資
産
額

(
1
)

１
株
当
た
り
の
当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失
金
額

(
2
)

株
式
会
社
が
当
該
事
業
年
度
又
は
当
該
事
業
年
度
の
末
日
後
に
お
い
て
株
式
の
併
合
又
は
株
式
の
分
割
を
し
た
場
合

(
3
)

に
お
い
て

当
該
事
業
年
度
の
期
首
に
株
式
の
併
合
又
は
株
式
の
分
割
を
し
た
と
仮
定
し
て

及
び

に
掲
げ
る
額

(1)
(2)

、

を
算
定
し
た
と
き
は

そ
の
旨

、

別
表
第
二
様
式
第
４
の
記
載
上
の
注
意
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。



四
頁

５
会

計
方

針
の

変
更

に
関

す
る

注
記

は
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

会
計

方
針

を
他

の
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

、

め
ら

れ
る

会
計

方
針

に
変

更
し

た
場

合
に

お
け

る
次

に
掲

げ
る

事
項

重
要

性
の

乏
し

い
も

の
を

除
く

と
す

る

（

）

。
。

た
だ

し
会

計
監

査
人

設
置

会
社

以
外

の
株

式
会

社
及

び
持

分
会

社
に

あ
つ

て
は

イ
及

び
ウ

に
掲

げ
る

事
項

を
(
4
)

、
、

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

当
該

会
計

方
針

の
変

更
の

内
容

(
1
)

当
該

会
計

方
針

の
変

更
の

理
由

(
2
)

遡
及

適
用

新
た

な
会

計
方

針
を

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

に
係

る
計

算
書

類
に

遡
つ

て
適

用
し

た
と

(
3
)

（

仮
定

し
て

会
計

処
理

を
す

る
こ

と
を

い
う

以
下

同
じ

を
し

た
場

合
に

は
当

該
事

業
年

度
の

期
首

に
お

け
る

）

。
。

、

純
資

産
額

に
対

す
る

影
響

額

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

の
全

部
又

は
一

部
に

つ
い

て
遡

及
適

用
を

し
な

か
つ

た
場

合
に

は
次

に
掲

(
4
)

、

げ
る

事
項

当
該

会
計

方
針

の
変

更
を

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

新
た

に
入

手
可

能
と

な
つ

た
情

報
に

基
づ

き

（

（

、

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

に
係

る
計

算
書

類
の

作
成

に
当

た
つ

て
し

た
会

計
上

の
見

積
り

計
算

書
類

に

（

表
示

す
べ

き
項

目
の

金
額

に
不

確
実

性
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

計
算

書
類

の
作

成
時

に
入

手
可

能
な

情
報

に
基

づ
、



五
頁

き
そ

れ
ら

の
合

理
的

な
金

額
を

算
定

す
る

こ
と

を
い

う
以

下
同

じ
を

変
更

す
る

こ
と

を
い

う
以

下
同

じ

）

、
。

。
。

）

）

と
区

別
す

る
こ

と
が

困
難

な
と

き
は

イ
に

掲
げ

る
事

項
を

除
く

。
、

。

ア
計

算
書

類
の

主
な

項
目

に
対

す
る

影
響

額

イ
当

該
事

業
年

度
よ

り
前

の
事

業
年

度
の

全
部

又
は

一
部

に
つ

い
て

遡
及

適
用

を
し

な
か

つ
た

理
由

並
び

に
当

該

会
計

方
針

の
変

更
の

適
用

方
法

及
び

適
用

開
始

時
期

ウ
当

該
会

計
方

針
の

変
更

が
当

該
事

業
年

度
の

翌
事

業
年

度
以

降
の

財
産

又
は

損
益

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が

あ
る

場
合

で
あ

つ
て

当
該

影
響

に
関

す
る

事
項

を
注

記
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
と

き
は

当
該

事
項

、
、

６
表

示
方

法
計

算
書

類
の

作
成

に
当

た
つ

て
採

用
す

る
表

示
の

方
法

を
い

う
以

下
同

じ
の

変
更

に
関

す
る

注

（

）

。
。

記
は

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
表

示
方

法
を

他
の

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
表

示
方

法
に

変
更

し
た

、

場
合

に
お

け
る

次
に

掲
げ

る
事

項
重

要
性

の
乏

し
い

も
の

を
除

く
と

す
る

（

）

。
。

当
該

表
示

方
法

の
変

更
の

内
容

(
1
)

当
該

表
示

方
法

の
変

更
の

理
由

(
2
)

７
会

計
上

の
見

積
り

の
変

更
に

関
す

る
注

記
は

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

を
し

た
場

合
に

お
け

る
次

に
掲

げ
る

事
項

、



六
頁

ご
び

ゅ
う

ご
び

ゅ
う

ご
び

ゅ
う

ご
び

ゅ
う

重
要

性
の

乏
し

い
も

の
を

除
く

と
す

る

（

）

。
。

当
該

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

の
内

容
(
1
)

当
該

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

の
計

算
書

類
の

項
目

に
対

す
る

影
響

額
(
2
)

当
該

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

が
当

該
事

業
年

度
の

翌
事

業
年

度
以

降
の

財
産

又
は

損
益

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
(
3
)性

が
あ

る
と

き
は

当
該

影
響

に
関

す
る

事
項

、

８
誤

謬
の

訂
正

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

に
係

る
計

算
書

類
に

お
け

る
誤

謬
意

図
的

で
あ

る
か

ど
う

か

（

（

に
か

か
わ

ら
ず

計
算

書
類

の
作

成
時

に
入

手
可

能
な

情
報

を
使

用
し

な
か

つ
た

こ
と

又
は

誤
つ

て
使

用
し

た
こ

と
に

、

よ
り

生
じ

た
誤

り
を

い
う

以
下

同
じ

を
訂

正
し

た
と

仮
定

し
て

計
算

書
類

を
作

成
す

る
こ

と
を

い
う

に
関

）

）

。
。

。

す
る

注
記

は
誤

謬
の

訂
正

を
し

た
場

合
に

お
け

る
次

に
掲

げ
る

事
項

重
要

性
の

乏
し

い
も

の
を

除
く

と
す

る

（

）

、
。

。

当
該

誤
謬

の
内

容
(
1
)

当
該

事
業

年
度

の
期

首
に

お
け

る
純

資
産

額
に

対
す

る
影

響
額

(
2
)

保
有

す
る

債
券

満
期

ま
で

所
有

す
る

意
図

を
も

つ
て

取
得

別
表
第
二
様
式
第
７
の
記
載
上
の
注
意
２
中

の
次
に

「

」

「
（



七
頁

を
加
え
る
。

し
た

も
の

に
限

る

）
」

。

当
該

事
業

年
度

末
及

び
直

前
事

業
年

度
末

当
該

事
業

年
度

期
首

及
別
表
第
二
様
式
第
９
の
記
載
上
の
注
意

中

を

「

」

「

11

に
、

を

に
改
め
る
。

び
当

該
事

業
年

度
末

当
該

各
事

業
年

度
末

当
該

事
業

年
度

期
首

及
び

当
該

事
業

年
度

末

」

「

」

「

」

別
表
第
二
様
式
第

表
中

を

に
改
め
る
。

の

「

」

「

」

前
期

末
残

高
期

首
残

高

11
前

期
末

期
首

当
該

事
業

年

別
表
第
二
様
式
第

の
記
載
上
の
注
意
１
中

を

に
改
め
、
同
記
載
上
の
注
意
２
中

「

」

「

」

「

11

度
末

及
び

直
前

事
業

年
度

末
当

該
事

業
年

度
期

首
及

び
当

該
事

業
年

度
末

当
該

各
事

業
年

度
末

当
」

「

」

「

」

「

を

に
、

を

に
改
め
る
。

該
事

業
年

度
期

首
及

び
当

該
事

業
年

度
末

」

第
二
条

第
二
種
指
定
電
気
通
信
設
備
接
続
会
計
規
則
（
平
成
二
十
三
年
総
務
省
令
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
の
表
中

を

と
し
、
３
か
ら

ま
で
を
四
ず
つ
繰
り
下
げ
、
２
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

14

18

13

３
会

計
方

針
の

変
更

に
関

す
る

注
記

４
表

示
方

法
の

変
更

に
関

す
る

注
記

５
会

計
上

の
見

積
り

の
変

更
に

関
す

る
注

記



ご
び

ゅ
う

八
頁

６
誤

謬
の

訂
正

に
関

す
る

注
記

別
表
第
一
の
記
載
上
の
注
意
１

中
「

1
2

」
を
「

1
6

」
に
改
め
、
同
１

中
「

1
2

及
び

３
か

ら
５

及
び

７
か

ら
９

及
び

(1)

、

(2)

」
を
「

1
3

」
に
改
め
、
同
１

中
「

」
を
「1
3

」
に
改
め
る
。

５
９

及
び

1
6

、

(3)

の
た

め
に

採
用

し
て

い
る

会
計

処
理

の
原

則
及

び
手

続
並

び
に

表
示

方
法

そ
の

他
接

別
表
第
一
の
記
載
上
の
注
意
４
中
「

に
当

た
っ

て
続

会
計

財
務

諸
表

作
成

の
た

め
の

基
本

と
な

る
事

項
以

下
会

計
方

針
と

い
う

で
あ

っ
て

（

「

」

）

」
を
「

。
、

（

「

」

）

改
め
、

を
削
る
。

採
用

す
る

会
計

処
理

の
原

則
及

び
手

続
以

下
会

計
方

針
と

い
う

に
関

す
る

」
に

。

(6)

別
表
第
一
の
記
載
上
の
注
意

中
「1

6

」
を
「2

0

」
に
改
め
、
同

を
同
記
載
上
の
注
意

と
し
、
同
記
載
上
の
注
意
中

17

17

21

を

と
し
、
５
か
ら

ま
で
を
四
ず
つ
繰
り
下
げ
、
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

16

20

15

５
会

計
方

針
の

変
更

に
関

す
る

注
記

は
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

め
ら

れ
る

会
計

方
針

を
他

の
一

般
に

公
正

妥
当

と
認

、

め
ら

れ
る

会
計

方
針

に
変

更
し

た
場

合
に

お
け

る
次

に
掲

げ
る

事
項

重
要

性
の

乏
し

い
も

の
を

除
く

と
す

る

（

）

。
。

た
だ

し
会

計
監

査
人

設
置

会
社

以
外

の
株

式
会

社
及

び
持

分
会

社
に

あ
っ

て
は

イ
及

び
ウ

に
掲

げ
る

事
項

を
(
4
)

、
、

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。

当
該

会
計

方
針

の
変

更
の

内
容

(
1
)



九
頁

当
該

会
計

方
針

の
変

更
の

理
由

(
2
)

遡
及

適
用

新
た

な
会

計
方

針
を

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

に
係

る
接

続
会

計
財

務
諸

表
に

遡
っ

て
適

(
3
)

（

用
し

た
と

仮
定

し
て

会
計

処
理

を
す

る
こ

と
を

い
う

以
下

同
じ

を
し

た
場

合
に

は
当

該
事

業
年

度
の

期
首

）

。
。

、

に
お

け
る

純
資

産
額

に
対

す
る

影
響

額

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

の
全

部
又

は
一

部
に

つ
い

て
遡

及
適

用
を

し
な

か
っ

た
場

合
に

は
次

に
掲

(
4
)

、

げ
る

事
項

当
該

会
計

方
針

の
変

更
を

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

新
た

に
入

手
可

能
と

な
っ

た
情

報
に

基
づ

き

（

（

、

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

に
係

る
接

続
会

計
財

務
諸

表
の

作
成

に
当

た
っ

て
し

た
会

計
上

の
見

積
り

接（

続
会

計
財

務
諸

表
に

表
示

す
べ

き
項

目
の

金
額

に
不

確
実

性
が

あ
る

場
合

に
お

い
て

接
続

会
計

財
務

諸
表

の
作

成
、

時
に

入
手

可
能

な
情

報
に

基
づ

き
そ

れ
ら

の
合

理
的

な
金

額
を

算
定

す
る

こ
と

を
い

う
以

下
同

じ
を

変
更

）

、
。

。

）

）

す
る

こ
と

を
い

う
以

下
同

じ
と

区
別

す
る

こ
と

が
困

難
な

と
き

は
イ

に
掲

げ
る

事
項

を
除

く
。

。
、

。

ア
接

続
会

計
財

務
諸

表
の

主
な

項
目

に
対

す
る

影
響

額

イ
当

該
事

業
年

度
よ

り
前

の
事

業
年

度
の

全
部

又
は

一
部

に
つ

い
て

遡
及

適
用

を
し

な
か

っ
た

理
由

並
び

に
当

該

会
計

方
針

の
変

更
の

適
用

方
法

及
び

適
用

開
始

時
期



一
〇
頁

ウ
当

該
会

計
方

針
の

変
更

が
当

該
事

業
年

度
の

翌
事

業
年

度
以

降
の

財
産

又
は

損
益

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
性

が

あ
る

場
合

で
あ

っ
て

当
該

影
響

に
関

す
る

事
項

を
注

記
す

る
こ

と
が

適
切

で
あ

る
と

き
は

当
該

事
項

、
、

６
表

示
方

法
接

続
会

計
財

務
諸

表
の

作
成

に
当

た
っ

て
採

用
す

る
表

示
の

方
法

を
い

う
以

下
同

じ
の

変
更

に

（

）

。
。

関
す

る
注

記
は

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
表

示
方

法
を

他
の

一
般

に
公

正
妥

当
と

認
め

ら
れ

る
表

示
方

法
に

、

変
更

し
た

場
合

に
お

け
る

次
に

掲
げ

る
事

項
重

要
性

の
乏

し
い

も
の

を
除

く
と

す
る

（

）

。
。

当
該

表
示

方
法

の
変

更
の

内
容

(
1
)

当
該

表
示

方
法

の
変

更
の

理
由

(
2
)

７
会

計
上

の
見

積
り

の
変

更
に

関
す

る
注

記
は

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

を
し

た
場

合
に

お
け

る
次

に
掲

げ
る

事
項

、

重
要

性
の

乏
し

い
も

の
を

除
く

と
す

る

（

）

。
。

当
該

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

の
内

容
(
1
)

当
該

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

の
接

続
会

計
財

務
諸

表
の

項
目

に
対

す
る

影
響

額
(
2
)

当
該

会
計

上
の

見
積

り
の

変
更

が
当

該
事

業
年

度
の

翌
事

業
年

度
以

降
の

財
産

又
は

損
益

に
影

響
を

及
ぼ

す
可

能
(
3
)性

が
あ

る
と

き
は

当
該

影
響

に
関

す
る

事
項

、



ご
び

ゅ
う

ご
び
ゅ

う

一
一
頁

ご
び

ゅ
う

ご
び

ゅ
う

８
誤

謬
の

訂
正

当
該

事
業

年
度

よ
り

前
の

事
業

年
度

に
係

る
接

続
会

計
財

務
諸

表
に

お
け

る
誤

謬
意

図
的

で
あ

る

（

（

か
ど

う
か

に
か

か
わ

ら
ず

接
続

会
計

財
務

諸
表

の
作

成
時

に
入

手
可

能
な

情
報

を
使

用
し

な
か

っ
た

こ
と

又
は

誤
っ

、

て
使

用
し

た
こ

と
に

よ
り

生
じ

た
誤

り
を

い
う

以
下

同
じ

を
訂

正
し

た
と

仮
定

し
て

接
続

会
計

財
務

諸
表

を
作

）

。
。

成
す

る
こ

と
を

い
う

に
関

す
る

注
記

は
誤

謬
の

訂
正

を
し

た
場

合
に

お
け

る
次

に
掲

げ
る

事
項

重
要

性
の

乏

）

（

。
、

し
い

も
の

を
除

く
と

す
る

）
。

。

当
該

誤
謬

の
内

容
(
1
)

当
該

事
業

年
度

の
期

首
に

お
け

る
純

資
産

額
に

対
す

る
影

響
額

(
2
)附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
に
係
る
財
務
諸
表
及
び
接
続
会
計
財
務
諸
表
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の



一
二
頁

施
行
後
も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。


